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※
ZumewigenFrieden.EinphilosophischerEntwurf.1795を ヵ ン トが書 い た直

接 の動 機 は,フ ラン ス(革 命 の人 民 的性 格 を うしな っ た)と プ ロシ ヤ の あ いだ に もたれ

た バ ーゼ ル 会 議 を評 論 す る こ とで あ っ た とい わ れ る。 しか し,わ れ わ れ に とっ て は,こ

の書 は,時 局 論 と して よ りも,社 会哲 学 や歴 史哲 学上 のカ ン トの根 本 思 想 を示 し,こ ん

に ち の 平 和 問 題 を考 え る とき の,た い せっ な視 点 を示 唆 す る もの とし て,興 味 が あ る 。

世 界 の平 和 を永 久 に うち た て る た め の条 件 は何 で あ るか 。 この 問 題 を カ ン トは 考 え た

わ け で あ るが,そ の議 論 をす す め る とき に,か れ は条 約 文 の よ うな叙 述 形 式 を と り,さ

い し よに 予 備 条項,つ ぎ に,本 論 の確 定 条 項 を述 べ る。K.Fischerの 解 説 に よれ ば,

前 者 は 平 和 の消 極 的 条 件 を,後 者 は積 極 的条 件 を論 じた も ので あ る。 予 備 条 項 に あ げ ら
※※

れ て い る も のは,あ ま り統 一 的 で な いが,つ ぎの よ うに整 頓 で き るだ ろ う。 国 家 間 の関

係 に つ い て,1戦 争 しあつ て い る もの,2平 和条 約 を む す ん で い る も の,3し ぜ

ん に平 和 を暫 定 的 に維 持 しあ っ て い る もの,三 つ に わ け,そ れ ぞ れ の ぽ あ い に,最 少 限

度 も とめ られ る平 和 の 条 件 を 考 えた もの で あ る 。

1一 い くら交 戦 中 であ っ て も,戦 後 に お い て,ど うして も友 好 関係 を む す び た くな

い とお もわ しめ るほ どの,ひ どい こ とを敵 国 に お こな っ て は い け な い(条 項 第 六)。 そ

の 例 と して,<暗 殺 者 ・毒 殺 者 の 派 遣,降 服条 約 の 破 棄,敵 国 にお け る大 逆Verratの 煽

動 〉 な どが あ げ られ て い る。 現 代 の例 で い えば,広 島 に た い す る原 爆 投 下 な どは,む ろ

ん,こ れ で あ る。2一 平 和 の状 態 とWaffenstillstandと を 区別 しな くて は な らな い

とい う観 点 か ら,<将 来,戦 争 をお こす よ うな材 料 を ひ そ か に 留保 して な され た平 和 条

約 は決 して平 和条 約 とみ な され て は な らな い〉(条 項 第 一)。3こ こで は,も っ と

も含 蓄 の あ る こ とが述 べ られ て い る。無 事 にす ぎて い る 国家 間 の平 和 が や ぶ られ る には,

二 っ の ば あ い が あ る。第 一 は,直 接 的 な 他 国 の 侵 害 で あ る 。<独 立 して成 立 して い る国

家 を(そ の 大 小 は 問 題 でな い),他 の 国 家 が,継 承,交 換,贈 与 の手 続 で,わ が もの に し

て は い け な い 〉(条 項 第 二)。 カ ン トは 国家 が,尊 い入 格,人 聞 の 社 会 で あ り,こ れ を手

段 的物 件,っ ま りMachinenundWerkzeugen,と して は な らな い とい う考 え方 か ら

論 じて い る 。 そ の説 明 の な か に,〈 あ る国 の軍 隊 を,そ の国 の敵 で は な くて,他 の 国 の

=敵に対 抗 させ る た め に ,奉 仕 させ る こ とは 〉 この 国 を 優 害 す る こ とだ とい い,傭 兵 軍 を

こ さえ させ られ た 国 は,独 立 を うば わ れ てい るの だ,と 断 定 して い る。 第 二 は,内 政 干
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渉である。〈いかなる国家も，むりやりに，他国の体制と統治に干渉してはならない〉（条

項第五）。一国からみて他国の状態ががまんできないとおもっても，それは他国に干渉

できる根拠にはならない。悪例は，かえって，消極的教示として，有益でさえある，と

カントはいう。たとえば，他国の労働者をおさえつけるために，その国の政治に干渉す

る帝国主義国家のやり方は，カン1・にいわせれぽ，平和破壊的なSkanda1でなければな

らない。

　これら二つの直接的優害のほかに，閲接的侵害をカントはあげている。＜常備軍は，

しだいに，全廃しなくてはならない〉（条項第三）。＜国家の対外的紛争にかんして，国

債をおこしてはいけない〉（条項第四）。常備軍は戦争機械である。人を殺すため，あ

るいは，殺されるために人間を雇うというのは，いかにも入間性に反したことであるが，

いっぱんに，常備軍は，他国にたいしたえずおどしと不安をあたえるものであり，国内に

おいては，たえず増大する軍需負担を大ぎくし，もう戦争をやった方がまだましだ，と

いうほどにまでなる。これは，あきらかに，平和破壊者である。国債の利用も，こうし

た戦争機械の整備，拡充に便利であっては平和をおびやかすものである。

　われわれは，カントが予備条項で列記している六条に多少とも，まとまりをつけてみ

たのである。どの項も，考えればきりがないほど，問題をふくんでいるが，それにして

も，これらの条項は，確定条項との連関のなかで位置づけなければ，まとまりをもたな

いものである。たとえば，常備軍の廃止を提案したカントは，他方において，＜入門が

自発的に軍門訓練をうけて，自分と祖国とを，外からの攻撃からまもる〉のは，ただし

いとみている。つまり，入民軍隊を承認しており，それは平和の条件でさえある。しか

し，どうしてそういうことになるのか。この設問に答えなくてはならない。いったい，

予備条項で書かれているものは，：カントが知っていた当時の平和論，たとえば，サンピ

kルSaint　Pierre（1658－1743）．のく永久平和論草案＞Projet　de　la　palx　per－

petuelle，1713－16．あるいは，　ルソーのその解説などにあらわれた思想を整理したも

のといわれている。ところで，ピエールは，ヨーロッパの，24のキリスト教国が国際評議

会をつくり，常備軍の制限・領土の不変更・侵略・相続・贈与・譲渡の禁止，などをお

こなうことを提案しているのであるが，それはく現状維持〉を鼠標とするもので，消極

的でありカントにいわせると，永久平和についてではなく，たんに，いわば休戦につい
　　　　　　　　　××．一X．
て論じたものにすぎない。

　註※　Kahts　Werke　herausgegeben　v．　Cassirer　Band「願S425－474．

　　××　Vgl．　Kuno　Fischer，Geschichte　der　neueren　Philosophie　5．　Kant　1　S．165・

　　※※※杉村幸蔵著，カントと社会哲学　思索社昭和23年発行，184－190ページ参照。

最

　平和を可能にする諸条件を現実的にし，平和を保証するverbUrgenところの，積極

的条件を論ずるのが，確定条項のところである。その第一はくどの国家もみな，その公

民的体制は共和制republikanischでなけれぽならない〉と述べており，これがもっと

も重要な平：和の条件である。カントが共和制を要求した根拠を，われわれはかれの法理

論・道徳哲学などを注意しながら，考えてみよう。第一の理由は，いわ鶴人民の党派
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的利害の見地であろう。かれは前述の第一項を説明したところで，述べている。＜戦争を

やるかやらないかについて，国民StaatsbUrgerの三徳がもとめられるとき一一このよ

うな体制（共和制）ではそういう手続がとられるのはあたりまえだが一，国民は戦争

のすべてのわざわい，（たとえぽ，みずから戦い，自分の財産を戦争の費用に提供しな

くてはならない，戦争ののこした荒廃の跡をつくらうために難儀するとか，さいごに，

ありあまるこんな災難のうえに，かりに平和でいても，平和な生活を味気ないものにさ

せるような，決して償却できない負債の重荷一っぎつぎ無しい戦争があるので一を

自分で引きうけねばならないというふうな）を自分自身にあたえる覚悟をしなくてはな

らないのだから，国民は，そんなわるい遊びごとに手をつけるのは考えものだ，とおも

うのは，このうえもなく当然な成行であろう。これに反し，人民が民草にすぎなくて，

ちゃんとした国民という資格がないような国柄，つまり，共和制でない体制のもとでは，

そのいわゆる悪い遊びごとは，いともかんたんに，おこなわれる。なぜなら，元首は国

家の仲間ではなく，却て，国家を勝手にするその所有者であり，戦争をやったとて，か

れ自身の食卓，狩猟，離宮，宮中の酒宴等汝において，な：にひとつ損することはない，

からである。そこで，元’首は，戦争を，一種の遊戯ででもあるかのように，ささいな原

因から，決意し，それをうまいぐあいに合理化することは，その仕事のために待機して

いる外交団にやらせて，けろりとしているのだ〉（第一項の説明の箇所）

　このような党派的な主張は，しかし，カントの思考の本質的順序からいえぽ，あとの

もので，まえのものは，理論的なもの，である。共和制をもとめる方向は，論理的に合

理化されるのである。それはどういうことか。

　そもそも，社会はく自然状態〉からく注状態〉に移行するものであるが，その転回を

媒介するものは契約である。カントもまた，啓蒙期のく社会契約説〉の影響をうけてい

るのである。ただ，かれはこの移行を，時間的事実としてみるよりも，理性必然的と考

えている点に特色がある。かれはく法学の形而上学的基本原理〉の第47節で，つぎのよ

うに述べている。＜人々が国家というものにまとまるとき，それを媒介する行為は一

ほんとうをいえば，行為というよりも，それを予想しなくては国家の合法則性がわか

らないような，理念なのだが一，根源的契約ursprUnglicher　Kontraktである。

入kのすべては　（omnes　et　singuli），かれらの外的自由　h’ussere　Freiheit　を

すてて，それからすぐ，共同体の，すなわち，国家としての入民の，一員Glieder　ei－

nes　gemeine∬Wesens，d．　i．　des　Volks　als　Staat一（universi）とみなされるよう

になる。それゆえに，国家は，国家のなかの入間は，かれの生得の外的自由の＜一部

分〉を，ある目的のためにさし出したのだ，というのはまちがいだ。そうではなくて，

かれは，野生的な，法を知らない自由，をすっかり捨ててしまい，それ以後，法に依

存してくらし，法的状態のなかに自己をおくのであるが，かれはそのことを，やっぱり

真の自由の恢復であると老えたのである。なぜなら，このように法に依存するといって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×
も，飛入から強制されてではなく，自分の自発的な立法的意志からそうするのだから。〉

　根源的契約によって，自然状態は国家となる。前者は，カントの上掲文中にもあるよ

うに，die　wilde，　gesetzlose　Freiheitの支配する状態であり，＜戦争の状態＞ein
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　XX
Zustand　des　Kriegesと規定されておる。するとこの契約の理念にふさわしい休制は

平和を保証するものとなるのは当然である。統一された国民の意志が立法の主体であ

り，万人が法に依存Ab臨ngigkeitすることによって，平等である，　というのが，

カントの規定するく共和制〉であるが，これが根源的契約の規範からみて，最良の体制だ

ということになる。ところで，共和制は，個人的利害の見地を原則としている民主主義と

は異なるものである。カントによれば，後者は，どこまでも，singuli（seperate，　se－

vera1，　individual）の立場であって，　universi（all　in　one，　whole，　entire，collective）

の見地ではない。多数といっても，singliの集合としてのomnesにすぎない。だから

民主主義は少数者への圧迫を原：則的lgこふくむものであり，　そのいみで，　D6spotism

の性格をもっている。

　それゆえに，共和制では，立法に参与する入民はできるだけ多数であるのが望ましい

のはいうまでもないが，しかし，人民の意志は一つのもの，統一的意志Der　vereinigte

Wille　aller　StaatsbUrgerにまとまることができるし，また，そうならなくてはなら

ないのであるから，これを代弁し，実行する統治者は，ぼらぼらの多数者であるよりも

できるだけ少数に集中されてよく，君主一入であっても，論理的に自然である。そこで

カン1・は，代議加重は立憲的君主制Die　repr就sentative　od．　konstitutionelle　Mo一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一×・××
narchieを理想的な国家体制として提案しているのだ，と一般に解釈されている。

　つまるところ，各国家が立憲君主制を採るならば，平和は保証される，ということに

なる。カントの議論が，それだけのものだということを根本的に否定することは6きな

いかもしれないが，ここのところのカγトの考え方のなかに，なにか生産的なものはな

いだろうか。政治学者や歴史家から笑われる覚悟で，すこし老えてみよう。

　カントがRechtとOrdnungに着目した側面についての考察。これは概してかれの

哲学思想のあらゆる領域にみいだされるものである。経験の多様性をしめくくる概念の

統一一性，欲望の時空的相対性にたいする義務の絶対的法則性の強調一このような側面

は，ふつう，カントのプラトン的性格，つまり，理想主義・観念論であると説明されて

きた。たしかに，概念の存在性を説くRationalismusが観念論への道をひらくことは

否定できないであろう。しかし，現代の弁証法的唯物論が理論的実践的に偉大な役割を

はたすようになってから，概念と法則の意義はきわめて高く評価されることになった，

すなわち，概念はIdeeとしてでなく，Wirklichkeitとして，現実の構造を深刻に反

映するものである，というふうに考えられるようになった。常識では，現実は個別的なも

の，多様なもの，と老えられている。しかし，いかなる存在者もontologischな構造をも

つものであり，ロゴスによって支えられている，むしろ，ロゴスの自己限定ということ

ができる。いかに自己を例外的なもの，非合理的なもの，として設定しても，自己の実

体一自己を自己にする個別的本質は一決して非合理的なものではない。人がいかな

るものであるかは，なによりも，かれの行動によって，つまり，他者と客観的に交渉する

自然的連関の世界のなかで，測定されるもりであるから，例外的とみられる自己の土台

に，合理的自己，又は一般的自己dap　allgemeine　Ichというものがある。それだから

社会のAtomistikを信じている人女が，　fUr　sichな自己を前提して，そこから出発す
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るのだというていても，その出発点の自己は，規定性と媒介性を排斥し，一般性と法則

性に対立したところの個人では決してあり得ないのである。しかも，このことは，思弁

の発揚ではなくて，〈実践的〉立場にたてぽ，どうしても，そう考えねぽならなくなる。

人問の基本酌権利から出発するものが，それを無視する社会制度を批判することをし

なくては，実践的に自己の主張を放棄するものではないだろうか。個人を支えるく社会

の仕組〉を問題にしなくてはならない。

　カントの法を強調した側面は，社会関係と個人との弁証法的関係に目をつけたという

いみで興味があるとおもわれる。ところで，法の一般性は，それが科学的であるかぎり

においてのみ，値打ちがあるので，現実と関係のないものとなれぽ，むろん，それは空

想である。カントの法がすっかり空想的でないとはいえない。認識論においても，カテゴ

リーの構成的機能の強調は，やがて，新カント主義的観念論に発達していく契機となっ

た。それと同様に，カントはく国家の僕〉としてのFriedrich璽の人民的性格を不当に

高く評価し，Staatsbitrgerの資格者から，身分の卑しいもの，とくに，女性をしめだ
　　XX．　XX
している。このような保守的君主制への妥協は，かれの法の空想性をゆびさすものであ

・ろう。しかしながら，かれの法は，消極的ないみで，歴史的相対的にみて，科学的であ

り得た。法を形而上的実体として居坐らせなかったということ。たとえば，ヘーゲルの

ように，欲求の体系たる原子論的な市民社会bUrgerliche　Gesellschaftと区別された

高次の社会としての国家Staatをく実体化〉してゆく傾向はカントにはみられない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XXXIk／X
ヘーゲルのあの傾向は19CのRomantik，　Historismusにつながってゆき，ゲルマン

的民族主議に発展するのであるが，カン1トには，そのような反革命性はみられない。む

しろ，かれは常に自由と平等を訴えていたのである。ただ，そのいわゆる自由の主体者

は，法的依存のなかにおいてこそ自己の真実をみる，いわぽ，義務のなかに入格の尊厳

と自由を知るところの，きわめて道義的な，現象的欲望に左右されない，本体の世界に

属する入間homo　noumenonとして，とらえられている。したがって，国家として，

意志の統一をもつた入民は，決して現象的な複数者ではなくて，一体であり，一者の本

体的人間であると考えられる。それはいわぽ，個人のGattungsbegriffである。しか

しそれはあくまで実体化されてはいない。国家主義や民族主義につらなる抽象的神秘性

はない。いわぽ，個人は社会的でなけれぽならないということが，形式的に主張されて

いるのであるが，社会といい，国家といっても，個人のはたらきによって設定したもの

である。あるいは，自由なる本体的個人の自覚が社会であるということができる。われ

われは，カントが啓蒙思想家のように現象的個人を実体化せず，また，超個人的神秘的

社会を形而上的に設定しなかったところに，個人と社会の弁証法的関係をみとめたとこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一XXX－XXX．
うがあると考え，これが示唆的であるとおもう。

　註※Metaphysische　Anfangsgr廿nde　der　Rechtslehre§47　Kants　Werke（Cassierer）

　　　　Bd　W　S．　122．

　　・’XX　Zum　Ewigen　Frieden．　Kants　Werke　（Cassierer）　Bd　V［　S．433．

　　XX．×．　Kuno　Fischer，　op．c・it．　S．169．

　　　※※※※Metaphysische　Anf．d．　Rechtslehre．§46　K：ants　Werke　Bd町S．120．立法
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　的投票権をもつものが能動的国民ak．tive　StaatsbUrger。この権利をもたないものは

　受動的国民passive　Staatsbifrgerで，ほんらい，国民ではなく，単なるStaatsgen－

　osseにすぎない。すべての人がStaatsbtirgerであることはできない。その根拠は，

　たとえぼ，1未成年，2性別の特質一女子，3労働と地位の性質上，国罠的独立性のな

　v・もの，GesellenやDienstboten等。これらのStaatsgenosseは不平等に扱われて

　いるが，人中としての品位はもつものであ1），Staats聴rgerに発達することができる。

　しかし，女性はその可能性をもたない。

XXXX．X　Vgl．　TrOltsch，　Die　Probleme　des　Historismus．　Gesammelte　Schriften

　Bd蟹。

※※※※※※〈人間の法への依存〉の理論を，すぐさま，人々のSolidaritlttの主張，　allg－

　emein　dasRecht　verwaltende　Gesellschaftの主張（このさい，　allgemeinとは

　階級対立を超：克したものと考える），として，カントの形式主義的法思想を社会主義の内

　容をもつものと理解しようとする学者がいる。Max　Adler，　Kant　und　Marxismus

　－Gesammelte　Aufsatze　zur　Erkenntniskritik　und　Theorie　des　Sozialen．

　Berlin，1925．参照。また，　Deborin，　Dialektik　bei　Kant．（Marx－Engels－Archiv

　IBand所収）も大体おなじ考え方でカントを解釈してv・る。　Adlerなどは，カントを

　Marxの先駆者むしろ同思想だとさえ，いっておる。しかし，いずれのばあいでもf非

　歴史的な形式社会学的な考え方から解釈されている点に注意すべきであるQ

麗

　社会の内部体制の間題は，平和を実践的にうちたてたいと考えるものにとっては，もっ

とも重要な関心でなけれぽならない。平和のための統一戦線とか，平禾口共存の政策とか

やかましい問題になっているが，さればといって，社会体制論が平和運動と必然的関係

をなくしたというものではない。まったく反対である。民族の統一，社会主義と資本主

義の共存も，階級的搾取のない社会主義社会への，社会体制上の歴史的発展の路線にお

いてのみ，平和を保証するものとなるのである。カントが，世界平和の根本条件を，各

国家の内部体制が共和制であり，人格の自由と平等をみとめ，促進するものであること

のなかにみた態度は，現代における社会主義者のそれに通ずるであろう。このような内

部体制の問題にorientierenしない，対外政策は，いわばカントのいわゆるStaatskl－

ugheitにすぎないであろう。かれにおいては，外を内に媒介してとらえようとする態

度が生きている。カントは確定条項の第二，第三項において，国際連盟をつくることと

か，世界公民法の実施等についても語っている。もちろん，それらは平和の条件として

どうでもよいものではないが，第一項とおなじ次元にたつ重要性をもつものではない。

すべて，逞しい思索というものは，内と外との弁証法を知ることであるが，なかんずく

外にたいする内の規定的機能をつかむことでなければならない。
　　　　　　　　　　　　　　×
　谷川徹三氏はく平和の哲学〉という著書のなかで，カントの永久平和論を評論されて

いるが，それは，われわれとはちがった視点から，哲人の意義をみているようである。

谷川氏は，一掴は氏の世界の同志，アメリカ・カナダ・スイス等Rの教養の高い文化

入の，〈世界連邦政府運動〉をやっている入／〈の立揚を代弁しているという一その著
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書のなかで述べている。＜こんにち，戦争の最大原因は，産業主義とnationalismの

対立にある。産業は本性上，需要供給の法則に従って有無相通ずる世界性をもつている

のに反して，nationalismは，今日の民族国家national－stateの全く一方的な利害の

立揚から，関税障壁その他の手段をもつて，その産業の世界的流通性を阻止しようとす

る。そこに戦争の究極原因がある。その際，．民族国家の一方的な利害の立場をどこまで

も貫かせるものは，その民族国家の絶対主権である………それで，民族国家の絶対主権

を否定することが必要である………各主権民族国家が軍事・外交・財政・経済の重要事

：項を世界政府に委譲して，真の平和が達成される〉（同書44－47ペーージ）そしてカント

の永久平和論の最大の歴皮的意義ぼくカントが世界連邦政府の理想を確認している点で

ある〉（同書101ページ）としている。

　世界平和の条件は，各国家の主権が相対化され，世界連邦政府によって，主権が単数

になることだ，というわけだ。谷川氏ら世界連邦政府設立の運動家は，当面のところ，

；主権の少i数化，たとえばヨーロッパ，アジア各連邦といったような，　regionにもとつ

くブ・ック国家を提唱している。しかし，regionalismの考え方が，いかに帝国主義政

策といだきあうかということは，こんどの世界戦争で十分に暴露されている。そうなっ

てはいけないという心配から，カントの高適な世界政府のIdee理念がたかくかかげら

れ，最大の歴史的意義ありとされたのである。こういう解釈のなかでは，カントの法を

強調した思想が，それ以前の一あるいは以後でもよいが　　神秘的社会理論の批判と
　　　　　　XX
いういみがあり，それゆえに，やがて法的人聞関係のそのまた背後の実体的関係を追跡

する態度に発展するものとしてとらえられないで，反対に，科学的実践的立揚を後退さ

せるような路線で評価されている。それはともかく，谷川氏はカン1・のいわばcosmopo－

1itismを強調しておられるのだが，これはカントの本質であろうか。氏らはnationa－

lismをひじょうに嫌悪される。　ところで，社会体制に注意するものにとっては，一概

にnationalismといっても，その社会的歴史的内実が問題である。たとえぽ，社会主

義国の主権は，階級対立をのぞこうと努力し，そのかぎり，平和をまもっていこうとす

るのである。これに反し，帝国主義国の主権は，階級的搾取を強化して，侵略政策にむ

かうのである。この両者の主権が全く同一であるとはいえまい。nationalismが主権を

承認し，そのかぎり利己的であるといっても，きわめて貧寒な，非科学的理解である。

皮上あらわれたいわゆるnationalismについても，それを当該時代と社会の内部的矛盾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XXX
の側面から検討しなくてはならないことを，心ある歴史家は訴えているが，哲学者も，そ

ういう手続を省略してはいけないだろう。

　なるほど，カントは確定条項の第二第三において，国際法・世界公民法を説いてお

り，＜戦争を必然的に伴う無法則状態から脱するために………国家も正に個kの人間と

同様に，その野蛮な（無法則の）自由を放棄して，公的な強制法に服し，かくて，一つ

の，地上のあらゆる民族を包含するであろうところの，国際国家civitas　gentiumを

構成するよりほかに道はない〉といい，このような唯一のV61kerstaatは現実化でき

ないから，消極的代用品das　negative　Surrogatとして，国際連1盟　V61kerbund

をすすめているのである。これでみればカントが，個人→国家→世界という，下から上



40 渡辺義晴 No．　5

への包摂関係の段階を是認していたようにみえる。この傾向ば否定できないが，それはカ

ントの死せる側面であったと考えられる。社会契約説の適用によって，国際間の法秩序

を設定しようとするのは，経験の事実をよほど無視しなくては，現実的でない。むしろ

経験の反撃によって，社会契約説による国家形成論自身が批判される機縁になるほどの

ものである。それだのに，あまりに空想的に，国際関係を個入間の類比により遭えたの

が，サンピエ■一・一ルの国際連盟論であったが，カントはこれに追従していたとおもわれ

る。しかしながら，カントにおいては，StaatsbUrgerとWeltbargerとは同位的であ

り得るとみられていたのではあるまいか。国家と世界は，種と類としてではなく，同位

概念，つまり，いずれも種であり得たのではないか。諸国家が共和的であるならぽ，戦

争のすべての条件が排除され，国際的紛争が平和的に処理されると考えられておるのだ

から，理想的論理的！こいえば，第二項でいわれる国際連盟もしくはV61kerstaatは第

一項の必然的結果である，すくなくも　民事的ということができる。

　第三項の世界公民法を説くときに，カントは，とりわけ’，国家と世界の関係をルーズ

に考えている。つまり，窮屈に世界主義を老えてはいない。＜世界公民法は普遍的な友

好の諸条件に制限さるべきである〉，すなわち，世界いたるところへの訪問権がみとめ

られる程度にとどめられねぽならないと述べている。そして，一方において，開化した

世界主義的な，ヨーUッパ諸国が，実際は，いかに掠奪と暴行をほしいままにしたか，’

について注意をよびおこしている。＜かれらにとって，アメリカ，黒奴諸国，香料諸

島，喜望峰等が発見、されたとき，それらは何人にも属さない土地とみなされた。かれら

はそこの住民を無にひとしいと考えた。東インドにおいては単に商業的漁民を意図する

のであるとの口実の下に，軍隊を移入し，それにより住民を圧迫し，その諸国を広汎な

戦争に煽動し，飢餓・内乱・裏切，その他入類をなやますあらゆる禍悪のあら、んかぎり

をもたらした〉と述べて，世界公民思想の無限：定な主張が，資本家的支配階級によっ

て，侵略の手段につかわれる危険のあることを洞察している。これをみてもわかるとお

り，カントは，社会の内部的溝成を無視して，無媒介的，形式的1こ，国家と世界の関係

を消えていたのではない。もちろん，カγトはいわゆるnationalist又は民族主義者で

はなかった。前にも述べたとおり，フランス革命的人間の自覚，自由と平等の提唱者で

あった。しかしながら，仏革命においても，自由と平等の訴えが，単に一部の階級の止

揚からなされたとするのは一歴史を科学的に説明するカテゴリーとしてはともかく「

一，まちがいで，それは国民大衆＜Volk＞に支持されたものであって，そのかぎりに

おいて，カントの提唱もあえてnationalisticであったといっても，さしつかえはな

い。およそ，平和を実践的に考えるものは，社会にたいしても実践的にふるまう。その

ような立揚の論理が，個入→国家→世界の形式論理的位階制には満足できないものであ

り，国家・社会をく種〉とすれば，個入のく個〉と世界のく類〉はく種〉に媒介されて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×・　×××
はじめて現実的であるとする，弁証法論理になることがもとめられる。そこで，　カン

bの論理が不十分であったことはみとめるとしても，カントが種の媒介を抽象して，

懸鯛界の聴をたのしんだcosmopgl脚飾ったかのように轍することはで
きない。
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　産業主義と国家主義の対立を戦争の最大原因とする考え方について，カントはひきあ

いに出されてはいないけれど，カントの思想を現代に生かして考えたならぽ，おそらく，

カントは谷川氏の学説を支持しないだろうと考える。産業主義とは何であるか。そこで

は，人間と自然との闘係が，社会の媒介なしに，〈種の媒介性の放棄！〉考えられてい

る。さらに，産業主義そのものが，社会発展の必然的過程としてみられてはいない。し

かるに，カントにおいては，種の媒介性の自覚，さらに，社会自身の矛盾を原動力とす

る進化の法則の予感一たとえばungesellige　Geselligkeitの概念をみよ（Vgl．　Idee

einer　allgemeinen　Gesch量chte　in　weltbttrgerlicher　Absicht　1784）一がみいださ

れるのである。これはまた，きわめて興味のある，歴史哲学上の問題であり，カントの

平和論の理解にもふかい関係をもつものであるが，他日の論究にゆずりたい。（1955．

9．　30）

　註※谷川徹三著，平和の哲学　社会思想研究会出版部発行　昭和28年。

　　XX　Es　ist　zunU’chst　die　Aufgabe　der　Philosophie，　die　im．　Dienste　der　Ges－

　　　　chichte　steht，　nachdem　die　Heiligengestalt　der　menschlichen　Selbstent－

　　　　iremdung　entiarvt　ist，　die　Selbstentfremdung　i’n　ihren　unheiligen　Gesta－

　　　　lten　zu　e’ntlarven．　Die　Kritik　des　Himmels　verwandelt　sich　damit　in　die

　　　Kritjk　der　Erde，die　Kritik　der　Religion　in　die　Kritik　des　Rechts，　die　Kritik

　　　　der　Theologie　in　die　Kritik　der　Politik．　（Marx，　Zur　Kritik　der　Hegelschen

　　　Rechtsphilosophie．　M．E．Nachlass　Bd　1　S．　385）

　　※※※江口朴郎著，帝国主義と民族　東大出田会発行昭和29年，特に後篇く近代史における

　　　　民族の問題〉をみよ。

　　※※※※田辺元博士のく種の論理〉の提唱はここで考えあわされてよい。意外に，博士の論究

　　　　にはく科学的〉なものがある。その批判的摂取（社会主義の方向）が大切であろう。

　　　　田辺前著，種の論理の弁証法　参照

　　※※※※※引台理作氏はカントがおぼろげに考えた世界が，今日では具体的になり，その主体

　　　　としてのく人類〉が，歴史的社会的概念になった，平和の担手としての入類が，カントに

　　　　お〉・て予感されていた，というふうに述べている。しかし，氏もみとめているように，そ

　　　　のく人類〉とは，〈．人民〉といってもよい。いわば，それはく社会的〉なる党派性と関係

　　　　のあるものだ。してみれば，人民的人類の具体化は，今日の社会改革二百（端的にいえぽ

　　　　Klassenkampf）を通して，その結果として，おこったことである。だから，カントを

　　　cosmopolitanの系譜でみるのではなく，〈種の論理〉の自覚者としてみなくては，務台

　　　　氏のいわゆるく人類〉を知るにいたる思想の先駆者と解釈することはできないであろう。

　　　務台理作著，科学・倫理・宗教　培風物　昭和30年。
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